
船舶インシデント調査報告書 

令和２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和元年６月２３日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 和歌山県由良港沖 

 紀伊由良港一のハイ防波堤北灯台から真方位１９８°１,３６０ｍ

付近 

 （概位 北緯３３°５５.６′ 東経１３５°０３.６′） 

インシデントの概要  プレジャーボートDream
ド リ ー ム

号は、航行中、Dream 号のアンカーロープが

プロペラに絡まって主機が停止し、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年９月１０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Dream 号、０.５トン 

 ２９１－４２４１６和歌山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、航行中、船首

部に置かれたアンカーロープが、舷外に垂れ下がって抵抗で流出し、

プロペラに絡まって主機が停止した。 

船長は、次の釣りのポイントでアンカーを使用予定であり、船首部

の格納庫にアンカーロープを格納せずに航行していたので、風浪で船

体が動揺した際、同ロープが舷外に垂れ下がったのではないかと本イ

ンシデント後に思った。 

分析 本船は、航行中、船長が、船首部にアンカーロープを置いた状態で

航行したことから、風浪で船体が動揺した際、舷外に垂れ下がって流

出した同ロープがプロペラに絡まり、主機が停止し、運航不能となっ

たものと推定される。 

原因  本インシデントは、本船が、航行中、船長が、船首部にアンカーロ

ープを置いた状態で航行したため、風浪で船体が動揺した際、舷外に

垂れ下がって流出した同ロープがプロペラに絡まり、主機が停止した

ことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・風浪がある場合には、ロープ類は固縛するなど船外に流れ出ない

ようにすること。 
 


